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この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。 
 

 も  く  じ 

 

 

○ 令和４年 10 月介護報酬改定に伴う「介護予防・日常生活支援総合事業」の単位の改定につ

いて（A2、A6 関係） 

○ 令和５年度 事業所評価加算の届出について【別紙１・２】 

 

 

 

 

  ※【別紙】につきましては、長野市ホームページからご覧ください。  

長野市介護保険フレッシュ情報 
 

 号 外 

介 護 保 険 課 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 

 

 



 
 令和４年９月 26 日号  

号外 2／2  

  
令和４年 10 月介護報酬改定に伴う「介護予防・日常生活支援総合事業」の単位の

改定について（A2、A6 関係） 

 
「介護予防・日常生活支援総合事業」の従前相当サービスの「ベースアップ等支援加算」創設

に伴い、サービスコード表を長野市ホームページに掲載しましたのでご確認ください。  
 なお、「単位数表マスタ」につきましては 10 月 20 日頃にホームページに掲載いたします。  
   
〇開始となるサービスコード  

サービスコード  
算定項目  

種類 項目 

A2 

訪問型サービス（独自） 
6281 

訪問型独自サービスベース

アップ等支援加算 

所定単位数の 

24/1000 加算 

A6 

通所型サービス（独自） 
6114 

通所型独自サービスベース

アップ等支援加算 

所定単位数の 

11/1000 加算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合せ先：地域包括ケア推進課 企画・管理担当  
ＴＥＬ ０２６－２２４－７９３５  

 

 

令和５年度 事業所評価加算の届出について 

 

介護予防訪問リハビリテーション事業所  
介護予防通所リハビリテーション事業所  
介護予防通所介護相当サービス事業所 管理者様  

 
介護予防訪問・通所リハビリテーション事業所に関しては別紙１を、介護予防通所介護相当サ

ービス事業所に関しては別紙２をご覧ください。  
提出期限は令和４年10月14日（金）となります。  

 
問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）  
    

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護
支援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知
らせしていく予定です。 

業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電
話またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 

《  問い合せ先  》長野市保健福祉部 介護保険課 給付担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 

〇長野市ホームページ  
「トップページ」→「組織で探す」→「地域包括ケア推進課」→「介護予防・日常生活支

援総合事業に係る請求・研修・留意事項について」→「総合事業サービスコードについて」 
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/houkatsucare/456145.html 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/houkatsucare/456145.html

